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（仮称）児童養護部会について 

 

 

【概要】 

児童福祉法等の一部改正に伴い、令和７年１０月１日から、児童福祉施設や事業において、当該施設等の職員が当該施設等を利

用する児童に対して虐待を行った場合には、所管行政庁は事実を確認するために必要な措置及び児童の安全な生活環境を確保する

ために必要な措置をとるとともに、虐待等の状況やとった措置の内容等を児童福祉審議会等に報告することとされました。 

 

 

【報告の対象となる施設及び事業】 

(1) 放課後児童健全育成事業 (2) 子育て短期支援事業  (3) 一時預かり事業      (4) 家庭的保育事業等 

(5) 病児保育事業 (6) 妊産婦等生活援助事業 (7) 児童育成支援拠点事業  (8) 乳児等通園支援事業 

(9) 母子生活支援施設 (10)保育所        (11)児童館         (12)認可外保育施設 

(13)幼保連携型認定こども園 

 

 

【報告の対象となる行為】 

身体的虐待、心理的虐待、性的虐待及びネグレクトの４類型が虐待行為として規定されています。 
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【審議会への報告の対象事項】 

(1) 虐待に係る施設又は事業の名称、所在地及び種別 

(2) 虐待を受けた又は受けたと思われる児童の性別、年齢及びその他の心身の状況 

(3) 虐待の種別、内容及び発生要因 

(4) 虐待を行った職員の氏名、生年月日及び職種 

(5) 所管行政庁が講じた措置の内容 

(6) 虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容 

 

 

【事務の流れ】 

(1) 虐待と疑われる事案を把握する。（通報等の受付け） 

(2) 情報を収集し、事実確認のための措置を実施する。（立入調査等） 

(3) 虐待に当たるか否かを判断し、対応方針を決定する。 

(4) 安全確保のための措置をとる。（指導、監督） 

(5) 児童福祉専門分科会（仮称）児童養護部会へ報告を行う。 
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※埼玉県ガイドラインからの抜粋
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